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一 

入
間
基
地
の
自
衛
隊
機
墜
落
事
故
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

一
九
九
九
年
一
一
月
二
二
日
に
起
き
た
航
空
自
衛
隊
入
間
基
地
所
属
の
ジ
ェ
ッ
ト
練
習
機
墜
落
事
故
は
、
乗
員
二
名
の
死 

亡
、
送
電
線
切
断
に
よ
る
約
八
〇
万
世
帯
の
停
電
災
害
を
引
き
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
墜
落
現
場
が
小
・
中
学
校
を
含
む
住

宅
密
集
地
域
に
近
接
し
て
い
た
こ
と
か
ら
一
歩
間
違
え
ば
大
惨
事
と
い
う
重
大
事
故
で
あ
っ
た
。
政
府
・
防
衛
庁
が
、
徹
底
し

た
事
故
調
査
を
行
っ
て
、
原
因
を
究
明
し
、
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
は
、
周
辺
住
民
の
安
全
確
保
の
う
え
で
、
不
可
欠
の

重
要
な
責
務
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
防
衛
庁
が
、
四
月
二
六
日
に
公
表
し
た
事
故
調
査
結
果
の
概
要
は
、
本
文
わ
ず
か
一 

ペ
ー
ジ
と
い
う
極
め
て
簡
略
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
事
故
原
因
に
つ
い
て
の
詳
細
は
も
と
よ
り
、
再
発
防
止
策
な
ど
、

ほ
と
ん
ど
何
も
分
か
ら
な
い
事
故
報
告
で
あ
る
。
一
九
七
七
年
に
横
浜
で
起
き
た
米
軍
機
墜
落
事
故
の
場
合
に
は
、
日
米
合
同

委
員
会
に
よ
る
事
故
分
科
委
員
会
が
三
〇
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
報
告
書
を
公
表
し
て
い
る
。
今
回
の
防
衛
庁
の
調
査
結
果
報
告 

は
、
あ
ま
り
に
も
お
粗
末
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。 

事
故
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
政
府
・
防
衛
庁
に
対
し
て
、
い
ま
緊
急
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
以
下
の
諸
点
で
あ
る
。 

第
一
に
、
防
衛
庁
は
、
概
要
で
は
な
く
、
事
故
調
査
報
告
書
の
全
文
を
公
表
す
る
こ
と
。 

第
二
に
、
入
間
基
地
に
隣
接
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て
基
地
被
害
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
周
辺
住
民
及
び
地
方
自
治
体
と
の
関
係 



 

二 

で
、
事
故
報
告
や
被
害
補
償
、
安
全
確
保
等
に
関
す
る
意
見
交
換
な
ど
、
誠
意
あ
る
対
応
を
行
う
こ
と
。 

第
三
に
、
航
空
機
事
故
が
大
惨
事
に
直
結
し
て
い
る
危
険
性
に
留
意
し
、
万
全
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

し
た
が
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

第
一 

防
衛
庁
公
表
の
事
故
調
査
報
告
に
つ
い
て 

一 

事
故
調
査
結
果
「
概
要
」
に
つ
い
て 

四
月
二
六
日
、
防
衛
庁
は
「
Ｔ
３
３
Ａ
墜
落
事
故
の
航
空
事
故
調
査
結
果
の
概
要
に
つ
い
て
」
（
以
下
、
「
概
要
」
と
記

す
）
と
題
す
る
文
書
を
公
表
し
た
。 

１ 

「
概
要
」
は
、
本
文
一
ペ
ー
ジ
及
び
添
付
の
「
事
故
の
経
過
」
（
以
下
、
「
経
過
」
と
記
す
）
と
題
し
た
別
紙
一
ペ
ー 

ジ
と
、
「
事
故
機
墜
落
の
状
況
」
（
以
下
、
「
状
況
」
と
記
す
）
と
題
し
た
一
ペ
ー
ジ
、
全
三
ペ
ー
ジ
と
い
う
極
め
て
簡 

略
な
文
書
で
あ
る
。
今
回
の
事
故
は
、
周
辺
住
民
は
じ
め
広
範
な
市
民
に
墜
落
に
よ
る
生
命
の
危
険
を
実
感
さ
せ
、
多
額

の
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。
「
概
要
」
は
そ
う
し
た
市
民
感
情
を
納
得
さ
せ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。
防
衛
庁
は
速

や
か
に
「
事
故
調
査
報
告
書
」
全
文
を
公
表
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
地
元
自
治
体
や
住
民
が
求
め
る
情
報
公
開

に
応
え
る
道
で
あ
る
。 



 

三 

２ 

「
経
過
」
に
は
、
事
故
機
と
基
地
タ
ワ
ー
と
の
交
信
記
録
が
欠
落
し
て
い
る
。
事
故
の
経
過
を
正
確
に
再
現
す
る
た
め

に
、
交
信
記
録
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
交
信
時
刻
（
時
分
秒
）
付
の
生
の
全
交
信
記
録
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
思
う

が
、
い
か
が
か
。 

３ 

「
経
過
」
に
は
事
故
機
の
高
度
、
機
首
方
位
等
飛
行
に
関
す
る
基
本
デ
ー
タ
が
欠
落
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
明
示
し
た

「
経
過
」
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

４ 

「
状
況
」
は
何
の
デ
ー
タ
に
よ
る
も
の
か
明
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
状
況
」
記
載
の
図
面
に
は
方
位
の
記
入
が
な
い

の
で
、
こ
れ
を
補
足
さ
れ
た
い
。 

５ 

事
故
の
全
体
を
解
明
す
る
に
は
異
常
発
生
時
か
ら
の
飛
行
経
路
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
は
飛
行
経
路
下
に
生
活
す
る
住
民
に
と
っ
て
当
然
知
る
権
利
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
全
飛
行
経
路
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

６ 

「
概
要
」
に
記
述
さ
れ
た
「
事
故
原
因
」
は
燃
料
供
給
機
構
で
起
き
た
故
障
に
よ
り
燃
料
が
漏
れ
、
火
災
が
発
生
し
た

こ
と
に
よ
る
推
力
低
下
と
し
て
い
る
。 

① 

燃
料
供
給
機
構
の
故
障
と
「
推
定
」
し
た
根
拠
は
何
か
。 



 

四 

② 

何
故
、
当
該
個
所
に
故
障
が
発
生
し
た
の
か
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

③ 
当
該
故
障
個
所
の
整
備
の
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

④ 

事
故
機
の
飛
行
整
備
の
記
録
及
び
当
該
個
所
の
整
備
の
履
歴
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

⑤ 

当
該
個
所
の
整
備
の
基
準
と
今
回
の
故
障
の
因
果
関
係
及
び
事
前
の
整
備
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
ま
た
は
原 

因
、
さ
ら
に
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
再
発
防
止
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

７ 

「
概
要
」
で
は
、
事
故
機
操
縦
者
が
、
「
推
力
の
低
下
が
住
宅
密
集
地
上
空
で
発
生
し
た
」
た
め
、
「
墜
落
に
よ
る
被 

害
局
限
を
図
る
た
め
」
継
続
し
て
飛
行
し
た
と
記
述
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
事
故
機
に
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
の
は
、
「
経
過
」
に
よ
れ
ば
飛
行
場
か
ら
約
一
五
マ
イ
ル
（
約
二
七
・
七

五
ｋ
ｍ
）
の
地
点
、
一
三
時
三
八
分
三
九
秒
（
墜
落
の
約
三
分
五
七
秒
前
）
で
あ
る
。
ま
た
新
聞
報
道
に
よ
れ
ば
、
異
常

発
生
直
後
の
一
三
時
三
九
分
に
「
大
丈
夫
だ
ろ
う
。
降
り
ら
れ
る
。
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
は
な
く
、
ス
ト
レ
ー
ト
イ
ン
し
た

い
」
と
基
地
タ
ワ
ー
に
伝
え
て
い
る
（
「
朝
雲
」
一
九
九
九
年
一
二
月
二
日
付
）
。
し
か
も
、
「
経
過
」
に
よ
れ
ば
、
管 

制
塔
と
の
間
で
「
脚
下
げ
を
確
認
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
滑
走
路
へ
の
着
陸
を
前
提
に
脚
を
出
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
事
故
機
操
縦
者
は
基
地
に
何
と
か
帰
れ
る
と
判
断
し
て
基
地
へ
の
最
短
コ
ー
ス
を
と
っ
て
基
地
に
向
か
っ 



 

五 

て
い
る
途
中
に
、
予
想
外
の
推
力
低
下
が
発
生
し
て
高
圧
電
線
に
接
触
し
墜
落
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
事

故
機
は
「
被
害
局
限
」
の
た
め
で
は
な
く
、
基
地
に
帰
投
す
る
た
め
に
最
短
経
路
を
飛
行
し
よ
う
と
し
て
住
宅
地
上
空
に

入
り
、
そ
こ
で
推
力
低
下
が
発
生
し
墜
落
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

８ 

「
概
要
」
が
い
う
「
被
害
局
限
」
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

事
故
調
査
委
員
会
に
つ
い
て 

１ 

航
空
機
事
故
が
起
き
た
場
合
の
事
故
調
査
に
関
す
る
防
衛
庁
の
規
定
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
調
査
委
員

会
の
任
命
、
調
査
委
員
会
の
権
限
、
責
任
者
の
所
属
・
階
級
・
専
門
分
野
、
調
査
方
法
・
内
容
、
調
査
結
果
報
告
書
の
位

置
付
け
等
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

今
回
の
事
故
調
査
委
員
会
に
関
し
て
、
次
の
点
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

① 

責
任
者
の
所
属
と
階
級
、
専
門
分
野
。 

② 

調
査
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
の
各
人
に
つ
き
、
所
属
と
階
級
、
専
門
分
野
、
専
従
、
非
専
従
の
区
別
を
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

③ 

防
衛
庁
の
組
織
の
な
か
に
お
け
る
事
故
調
査
委
員
会
の
位
置
付
け
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
。 



 

六 

３ 

民
間
航
空
機
の
事
故
調
査
は
第
三
者
機
関
が
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
自
衛
隊
機
の
場
合
は
当
事
者
で
あ
る

防
衛
庁
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
市
民
の
な
か
か
ら
は
「
不
適
当
で
は
な
い
か
」
と
疑
問
の
声
が
あ

が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
般
市
民
の
疑
問
に
応
え
る
た
め
に
も
、
第
三
者
機
関
の
設
置
な
ど
機
構
改
革
を
行
う
考
え
は

な
い
か
。 

三 

「
概
要
」
に
記
載
さ
れ
た
「
再
発
防
止
策
」
に
つ
い
て 

「
概
要
」
の
「
再
発
防
止
策
」
は
、
①
燃
料
供
給
系
統
等
の
信
頼
性
向
上
、
②
火
災
警
報
シ
ス
テ
ム
の
信
頼
性
向
上
、
③

緊
急
射
出
時
の
安
全
性
向
上
、
の
三
項
目
を
挙
げ
て
い
る
。 

１ 

入
間
基
地
は
事
故
後
一
週
間
で
点
検
が
終
了
し
た
と
し
て
、
他
機
種
の
飛
行
を
再
開
し
た
が
、
Ｔ
３
３
Ａ
機
の
事
故
調

査
結
果
を
ふ
ま
え
て
の
安
全
性
調
査
を
行
っ
た
の
か
。
も
し
行
っ
た
な
ら
ば
そ
の
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

Ｔ
３
３
Ａ
以
外
の
機
種
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
再
発
防
止
策
を
適
用
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
検

討
結
果
と
計
画
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

第
二 

周
辺
住
民
及
び
地
方
自
治
体
と
の
関
係 

一 

事
故
被
害
の
実
態
把
握
と
対
処
方
針
に
つ
い
て 



 

七 

１ 

防
衛
庁
が
把
握
し
て
い
る
事
故
被
害
の
内
容 

墜
落
事
故
に
か
か
る
被
害
が
、
一
般
家
庭
に
ど
の
よ
う
な
被
害
・
損
害
を
与
え
た
か
。
ま
た
、
自
営
業
者
や
企
業
に
は

ど
の
よ
う
な
被
害
・
損
害
を
与
え
た
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
把
握
し
て
い
る
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 

２ 

被
害
補
償
に
つ
い
て
の
防
衛
庁
の
対
処
方
針 

防
衛
庁
と
し
て
、
①
墜
落
事
故
に
か
か
る
被
害
補
償
の
法
的
根
拠
は
何
か
、
②
被
害
補
償
の
対
象
に
限
定
が
あ
る
の
か

ど
う
か
、
③
被
害
補
償
額
の
算
定
基
準
、
④
被
害
補
償
を
受
付
け
る
窓
口
、
そ
の
手
続
き
、
受
付
期
限
等
に
つ
い
て
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

市
民
の
な
か
に
は
、
被
害
を
受
け
た
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
に
申
し
出
た
ら
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
の
声
が
あ
る
。
防
衛

庁
は
、
被
害
補
償
に
つ
い
て
、
一
般
市
民
に
知
ら
せ
る
広
報
活
動
を
行
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
に
あ
っ
た
の
か
。
今
度

の
事
故
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
方
法
と
内
容
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
今
後
の
対
処
方
針
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
方
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

３ 

被
害
補
償
請
求
の
処
理
、
進
捗
に
つ
い
て 



 

八 

こ
れ
ま
で
に
請
求
の
あ
っ
た
被
害
事
案
に
つ
い
て
、
そ
の
件
数
及
び
金
額
と
、
そ
の
う
ち
解
決
済
み
の
件
数
及
び
金 

額
、
ま
た
、
補
償
交
渉
が
決
着
に
至
っ
て
い
な
い
件
数
と
そ
の
主
な
理
由
を
、
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

地
方
自
治
体
及
び
住
民
に
よ
る
抗
議
・
要
請
・
要
望
等
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て 

１ 

今
回
の
墜
落
事
故
に
関
し
て
、
地
方
自
治
体
及
び
地
方
議
会
が
、
防
衛
庁
ま
た
は
入
間
基
地
な
ど
関
連
機
関
あ
て
に
提

出
し
た
抗
議
、
要
請
、
要
望
あ
る
い
は
意
見
書
に
つ
い
て
、
受
理
し
た
件
数
及
び
主
な
内
容
に
つ
い
て
、
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

２ 

前
記
の
地
方
自
治
体
及
び
議
会
に
よ
る
抗
議
や
要
請
等
に
対
し
て
、
防
衛
庁
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
の
か
を
明
ら
か

に
さ
れ
た
い
。 

３ 

地
域
住
民
あ
る
い
は
住
民
団
体
に
よ
る
抗
議
や
要
請
等
の
件
数
、
主
な
内
容
、
そ
れ
に
対
す
る
防
衛
庁
の
対
応
に
つ
い

て
、
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

４ 

地
方
自
治
体
、
住
民
団
体
を
問
わ
ず
、
事
故
に
関
し
て
、
抗
議
や
要
請
等
を
提
出
し
た
団
体
に
対
し
て
、
事
故
を
引
き

起
こ
し
た
当
事
者
で
あ
る
防
衛
庁
が
回
答
す
る
こ
と
は
当
然
の
責
務
で
あ
る
。
調
査
結
果
を
公
表
し
た
現
在
、
こ
れ
ら
団

体
に
対
す
る
対
応
を
ど
う
す
る
の
か
、
見
解
を
求
め
る
。 
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第
三 

再
発
防
止
策
に
つ
い
て 

一 
入
間
基
地
の
周
辺
地
域
に
対
す
る
安
全
確
保
の
考
え
方
に
つ
い
て 

１ 

今
回
の
墜
落
事
故
現
場
を
含
む
入
間
基
地
北
側
の
地
域
は
旧
米
軍
ジ
ョ
ン
ソ
ン
基
地
の
時
期
か
ら
事
故
が
集
中
し
て
発

生
し
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
戦
後
、
一
九
八
四
年
九
月
ま
で
の
期
間
に
埼
玉
県
内
で
五
〇
件
の
墜
落
事
故
、
こ
の
地
域
で

は
一
五
件
も
の
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。
加
え
て
、
入
間
基
地
は
異
常
発
生
の
航
空
機
が
緊
急
避
難
す
る
場
所
が
な
い
。

地
元
住
民
が
基
地
「
不
適
地
」
と
指
摘
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
「
概
要
」
に
は
、
基
地
周
辺
地
域
や
そ
の
住
民
に
対
す
る

記
述
が
全
く
な
い
。
事
故
調
査
の
過
程
で
基
地
の
立
地
と
事
故
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
調
査
と
検
討
を
行
っ
た 

か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

２ 

事
故
当
時
、
航
空
自
衛
隊
は
航
空
総
隊
総
合
演
習
を
実
施
中
で
あ
り
、
入
間
基
地
も
そ
れ
に
参
加
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
防
衛
庁
は
、
事
故
機
は
そ
の
演
習
と
は
別
の
「
操
縦
上
の
技
量
を
維
持
す
る
た
め
の
年
間
飛
行
を
実
施
中
」
で

あ
っ
た
と
、
「
概
要
」
に
明
記
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
入
間
基
地
司
令
は
、
航
空
総
隊
総
合
演
習
の
開
始
に
先
立
ち
、
埼
玉
県
は
じ
め
基
地
周
辺
自
治
体
に
対
し
て

文
書
を
発
送
し
、
「
航
空
輸
送
等
の
た
め
」
の
航
空
機
の
離
着
陸
が
計
画
さ
れ
て
お
り
、
早
朝
及
び
夜
間
、
土
曜
日
、
日 



 

一
〇 

曜
日
の
飛
行
も
予
定
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
演
習
へ
の
理
解
・
協
力
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
Ｔ
３
３
Ａ

機
の
飛
行
が
航
空
総
隊
総
合
演
習
と
は
別
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

航
空
自
衛
隊
入
間
基
地
は
、
日
常
的
に
周
辺
住
民
に
騒
音
を
は
じ
め
と
す
る
航
空
機
被
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
周
知

の
こ
と
で
あ
る
。
「
概
要
」
記
載
の
と
お
り
事
故
機
が
総
合
演
習
と
別
で
あ
る
な
ら
ば
、
住
民
生
活
に
与
え
て
い
る
そ
れ

ら
の
被
害
を
考
え
、
飛
行
回
数
や
離
着
陸
の
回
数
を
減
ら
し
て
、
少
し
で
も
住
民
の
負
担
を
軽
く
す
る
よ
う
配
慮
す
る
の

が
当
然
と
考
え
る
。 

飛
行
計
画
実
施
に
あ
た
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

３ 

「
概
要
」
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
再
発
防
止
策
」
は
す
べ
て
「
機
体
」
に
関
す
る
事
項
で
あ
る
と
読
み
取
れ
る
。
し
か

し
、
基
地
周
辺
は
住
宅
地
で
あ
り
、
歴
史
的
に
事
故
が
集
中
的
に
発
生
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
、
飛
行
コ
ー
ス
や

飛
行
計
画
、
訓
練
飛
行
の
種
類
の
制
限
、
緊
急
時
の
飛
行
コ
ー
ス
な
ど
基
地
運
用
に
関
す
る
問
題
を
ど
の
よ
う
に
検
討
し

た
の
か
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

入
間
基
地
に
お
け
る
事
故
根
絶
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
入
間
基
地
で
は
数
多
く
の
事
故
が
発
生
し
て
い
る
。
周
辺
に
暮
ら
す
住
民
の
立
場
か
ら
す
れ 



 

一
一 

ば
、
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
事
故
は
自
ら
の
生
命
、
財
産
の
安
全
を
脅
か
す
も
の
で
あ
り
、
受
忍
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
住
民
が
事
故
の
根
絶
を
つ
よ
く
求
め
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。 

１ 

基
地
の
運
用
の
抜
本
的
見
直
し 

こ
れ
ま
で
入
間
基
地
で
起
き
た
事
故
は
、
小
規
模
事
故
ま
で
含
め
る
な
ら
、
事
故
は
Ｔ
３
３
Ａ
機
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ｔ
３
３
Ａ
の
飛
行
を
停
止
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
事
故
が
無
く
な
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

今
回
の
事
故
を
契
機
と
し
て
、
地
元
自
治
体
や
地
方
議
会
か
ら
は
、
訓
練
飛
行
の
停
止
や
市
街
地
上
空
で
の
訓
練
停
止
な

ど
、
あ
ら
た
め
て
基
地
の
運
用
の
抜
本
的
見
直
し
を
求
め
る
声
が
出
さ
れ
て
い
る
。 

今
回
の
事
故
に
関
し
て
、
事
故
の
再
発
防
止
策
と
し
て
基
地
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
し
た
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 

２ 

重
大
事
故
に
至
ら
な
か
っ
た
事
故
の
公
表 

入
間
基
地
で
は
い
ま
ま
で
も
、
Ｃ
１
輸
送
機
が
滑
走
路
を
逸
脱
し
て
大
破
し
た
り
、
Ｔ
４
機
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
し
た 

り
、
重
大
事
故
に
至
ら
な
い
も
の
の
、
基
地
内
で
の
事
故
も
発
生
し
て
い
る
。
と
く
に
Ｔ
４
機
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
故 

は
、
今
回
の
Ｔ
３
３
Ａ
機
墜
落
事
故
の
前
に
二
件
も
立
て
続
け
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
り
、
軽
視
で
き
な
い
。 



 

一
二 

墜
落
、
機
体
大
破
な
ど
重
大
事
故
だ
け
で
な
く
、
比
較
的
軽
度
の
事
故
を
重
視
し
て
そ
の
徹
底
根
絶
を
図
る
こ
と
が
重

大
事
故
の
防
止
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
実
際
、
民
間
航
空
機
業
界
で
は
す
で
に
実
行
さ
れ

て
い
る
。 

① 

航
空
自
衛
隊
に
お
い
て
、
比
較
的
軽
度
な
事
故
に
つ
い
て
、
原
因
調
査
や
再
発
防
止
策
等
を
ど
の
よ
う
に
行
っ
て
い

る
の
か
。
事
故
調
査
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
の
か
ど
う
か
、
結
果
報
告
を
公
表
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
、
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

② 

昨
年
九
月
と
一
〇
月
に
起
き
た
Ｔ
４
機
の
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
事
故
は
、
着
陸
時
に
お
け
る
異
常
事
態
発
生
で
あ
る
。
当

時
、
狭
山
市
及
び
入
間
市
は
安
全
飛
行
確
保
を
求
め
る
要
望
を
入
間
基
地
に
提
出
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
着
陸
時
の
異

常
事
態
に
つ
い
て
、
航
空
自
衛
隊
及
び
防
衛
庁
が
実
施
し
た
原
因
調
査
と
再
発
防
止
策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 
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